
内部統制プロジェクトチーム 
の取組成果について 

都政改革本部・内部統制プロジェクトチーム 

平成29年5月30日 

資料４ 



１ 内部統制プロジェクトチームについて 

○ 適正で効率的な事務を行う主体は各事業局であり、自ら自律改革を通じて管理 

 しなければならない。 

  各事業局の取組に対し、外部統制として、外部監査などによるチェックを行って 

 いるが、各事業局が自己管理できない場合もあるため、事業の枠を越えた全庁的 

 視点に立った内部統制の仕組みが必要となる。 

 

 

○ 都庁における内部統制の仕組みを強化し、都民ファースト、情報公開、賢い支出 

 （ワイズ・スペンディング）を推進するため、平成28年９月、都政改革本部に、 

 特別顧問等と制度所管局からなる「内部統制プロジェクトチーム」を設置した。 

 

  ・検討テーマ 

    ①契約・入札  ②事業評価（政策評価）  ③補助金の使途（透明性）  

    ④監理団体の指導・監督  ⑤公務員倫理  ⑥各局の意思決定プロセス 

    ⑦知事の海外出張・公用車の運用 
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１ 内部統制プロジェクトチームについて 

2 

第２回・第３回都政改革本部会議資料（再掲） 



 契約・入札 

項 目 具体的取組 

 事業評価（政策評価） 

・予定価格の事後公表、ＪＶ結成義務の撤廃、一者入札の中止、低入札価格 
  調査制度の適用拡大などの制度改革により、競争性・透明性を向上させると 
  ともに、工事の品質を確保(H29.６試行）＜第７回報告＞ 

 補助金の使途（透明性） 

 監理団体の指導・監督 

 公務員倫理 

 
 各局の意思決定プロセス 

 知事の海外出張及び 

  公用車の運用の在り方 

・見える化改革により、経営的視点で主要事業を分析・評価（H29年度）  

・補助金の支出状況等をホームページで公開（生活文化局）（H28.12） 
                                       ＜第６回・第９回報告＞ 

・外部有識者による調査・評価の導入など監理団体経営目標評価制度を 
 見直し（H29年度～） 
・団体運営に関する情報公開の推進（H29.3） 
⇒引き続き「仕組み改革」において監理団体改革を検討 

・法令違反の是正・防止のため、公益通報制度を拡充（H28.11）＜第８回報告＞ 

・規程改正により、異動時等の事務引継方法を見直し（H29.２施行） 
・「職務に関する働きかけについての対応要綱」を策定（Ｈ28.11施行） 
・規則改正により、意思決定過程の記録化を明文化するとともに、文書の 
 保存期間及び廃棄のルール等を見直し（H29.４施行）＜第５回・第８回報告＞ 

・「知事の海外出張及び公用車の運用のあり方に関する報告」を取りまとめ、 
 「東京都知事の海外出張に関する運用指針」を策定＜第５回報告＞ 3 

２ 全体概要 



 ３ テーマ別概要 （１）契約・入札 

 東京都の工事契約の体系 

4 

知事部局 

一定額*以上 

一定額*未満 

 公営企業局 （交通局・水道局・下水道局） 

契約形態 

* 予定価格について、建築工事３億５千万円、
土木工事２億５千万円、設備工事４千万円 

財務局契約 

局（所）契約 

入札契約制度改革

を実施 

＜第７回報告＞ 

入札契約制度 

財務局が整備 

公営企業各局
が整備 

東京都の工事契約 

※地方公営企業法等に基づき、各管理者が権限を有する。 

相互に連絡調整 

・ 入札契約制度改革は、１年間の試行として実施し、半年程度経過後に都政改革本部会議で中間報告を行い、
翌年度以降の改善に向けた検証を進める。 

・ 財務局契約案件は平成29年６月26日から試行開始。各局契約案件は平成29年10月を目途に試行開始。 



 （１）契約・入札 

１．入札契約制度改革の実施方針

◆　第5回都政改革本部会議で特別顧問から提案された「今後の改革の方向性」に沿って、特別顧問及び財務局との協働に

　　よる内部統制プロジェクトチームとして作業を進め、下記の方針により入札契約制度の改革を進めることで一致。

➢　予定価格の事前公表は見直すべき。 ○平成29年度から制度改革第一弾として実施する事項

(1)入札参加の促進等による１者入札９９．９％落札の抑制

➢　１者入札を回避して実質的な競争環境を確保 　①予定価格の事後公表（全案件）

　　するための制度及び運用の整備を急ぐ。 　②ＪＶ結成義務の撤廃（全案件）

　③１者入札の中止　　（財務局契約案件）

➢　最低制限価格制度を主とする運用は、抜本的 (2)品質確保と競争性の向上

　　に見直すべき。 　①低入札価格調査制度の適用拡大（財務局契約案件）

➢　技術提案型の総合評価方式について抜本的に ○平成29年度中に検討、実施する事項

　　見直し、今後の採否についても根本的に検討 　・技術提案型総合評価の技術点評価方式や評価対象等の見直し

　　する。 　・公共調達手続や入札結果に関する事前・事後検証の強化

　・入札の透明性・公正性をより高めるために情報公開を充実

➢　入札を含めた調達全般にわたる適正化及び

　　チェックのための制度・運用を確立する。 ○実施方法

　・1年間の試行として実施し、半年程度経過後に都政改革本部

　　会議で中間報告を行い、翌年度以降の改善に向けた検証を進

　　める。

　・財務局契約案件は平成29年６月を目途に試行開始。各局契

　　約案件は平成29年10月を目途に試行開始
　　

※第5回都政改革本部会議 内部統制プロジェクトチーム/特別顧問　報告

　「Ⅳ．今後の改革の方向性」※　（平成28年12月22日） 入札契約制度改革の実施方針　（今回）
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  適切な競争環境の中で良質な調達が行えるよう、入札契約制度を改革 

第７回都政改革本部会議資料（再掲） 



現行 試行 現行 試行 現行 試行 現行 試行

WTO案件　24.7億円以上 低入調査

議会案件　9.0億円以上

その他

　建築　3.5億円以上

　土木　2.5億円以上

　設備　0.4億円以上

実施案の適用範囲

予定価格公表時期 １者入札JV結成の義務付 最低制限価格等

局

(

所

)

契
約

 財務局契約以外 可 最低制限

財
務
局
契
約

事前公表 事後公表 可

不可

JVのみ 混合入札
（ＪＶ＋単体）

低入調査

最低制限

単体のみ 単体のみ

 （１）契約・入札 
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第７回都政改革本部会議資料（再掲） 



 （１）契約・入札 
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平成29年５月26日知事記者会見 



 （１）契約・入札 
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  平成29年度中に検討する取組 

○ 入札監視委員会による監視強化 
・ 委員の増員（５人→12人程度） 

・ １者入札や高落札率案件などの監視強化 

・ 審議件数の増 

・ 談合情報の報告・審議 

・ 委員会の体制を強化 

・ 監査委員との連携を強化 ・ 不自然な入札案件の通知 

○ 情報公開の推進 

・ 個別情報の随時公表 

・ 統計情報の定期公表 

・ １者99％落札に関する個別情報など 

・ 平均落札率や不調率に加え、入札者数別 

  落札率、価格帯別落札率、工種別落札率、 

  工種別不調率など 

入札契約手続のチェック体制を強化することで、入札契約制度改革の実効性を担保 



行政評価の対象 行政評価を実施しているねらい 

 （２）東京都の行政評価の取組～都道府県の評価制度～ 

○ 「行政評価を実施しているねらい」のとおり、行政評価は「都民ファースト」「情報公開」「賢い支出（ワイズ・ 

  スペンディング）」を推進するに当たり、有用な制度と考えられる。 

○ ２種類以上を評価対象としている団体は約８割、「事務事業」を評価単位としている団体は約８割に上る。 

31.9  

38.3  

48.9  

59.6  

66.0  

85.1  

87.2  

89.4  

97.9  

顧客志向への転換 

予算圧縮・財政再建 

住民サービスの向上 

企画立案過程の改善 

職員の意識改革 

アカウンタビリティ 

行政運営の効率化 

ＰＤＣＡサイクルの確立 

行政活動の成果向上 

資料：地方公共団体における行政評価の取組状況等に関する調査結果（平成26年総務省）より作成 

（％） 

＊Ｎ＝47（都道府県） 
＊本調査における「行政評価」とは、政策、施策及び事務事業について、事前、事中、事後を問わず、一定の基準、指標をもって、妥当性、達成度 
  や成果を判定するものをいう。 
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≒賢い支出 

≒情報公開 

≒都民ファースト 

政 策 施 策 事務事業 団体数（％） 

３種類 ○ ○ ○ 12 (25.5) 

78.7% 

２種類 

○ ○ 5 (10.6) 

○ ○ 17 (36.2) 

○ ○ 3 (6.4) 

１種類 

○ 3 (6.4) 

○ 7 (14.9) 

団体数 
（％） 

  20 
（42.6） 

  37 
（78.7） 

  39 
（83.0） 



 （２）東京都の行政評価の取組 

事務事業 

枠 組 み 

政策 

施策 

内 容 

事業評価 

○総合計画 
 （例） ・2020年に向けた 
     実行プラン 

     ・東京都長期ビジョン 

○各局が策定する計画 

 （例） ・東京の防災プラン 

     ・東京都福祉の 
      まちづくり推進計画 

・ 予算編成の一環として
実施 

・ ２段階で評価 
  （一次：各局、二次：財務局） 
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   今後の取組 

・ 平成29年度から、各局の主要事業について、経営的観点から分析・評価する「見える化改革」を実施する。
「見える化改革」を踏まえ、政策・施策単位の行政評価について、総務局が「仕組み改革」で検討する。 

・ 事業評価については、「見える化改革」において財務局が事業ユニット分析を行う。 

 ○ 都は、平成13年度から政策評価と事業評価を本格実施した（政策評価は平成14年度まで実施） 。 

 ○ 平成18年度に、予算との連動性を図る観点から、事業評価を財務局に移管し、現在に至る。 

・ 目標に対する達成状況
等を検証・評価し、主に
計画の進行管理に活用 

・ 計画の進捗に応じて、今
後の取組を検討 

○東京都の行政評価は、事務
事業単位で、予算編成の一
環と して行っている。 

 

○政策・施策レベルでの評価
の必要性、情報公開の在り
方、第三者による評価等、
今後の都における行政評価
について検討が必要 

主体 

財務局 

各局 



 （３）補助金の使途（透明性） 

  補助金の支出状況等の公開を進め、透明性を確保 

 都の補助金全体を把握し、透明性を

確保するため、財務局において、予算

ベースで都の補助金一覧を取りまと

め、ホームページで公開（毎年８月頃） 

＜公開情報＞ 

 補助金総額 

 相手先別等内訳（対区市町村、 

   対その他団体などの区分別） 

 長期継続補助の件数等 

 補助率別内訳 

 １事項当たりの補助金額別内訳 

 所管局別内訳 

取組前の状況 

11 表：財務局ホームページ「補助金一覧」より「所管局別内訳」の一部を抜粋 
 



 （３）補助金の使途（透明性） 

 生活文化局の自律改革の取組とし

て、見える化を推進するため、局が

所管する補助金の支出状況等を一

覧にして、ホームページで公開 

（平成28年12月から） 

 さらなる透明化を進めるため、全庁で補助金の支出状況等の公開を推進していく。 

取組内容 

＜公開情報＞ 

 事業名 

 根拠規程 

 支出額（決算額） 

 支出先ほか 
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画像：生活文化局ホームページの一部を抜粋 
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 （４）公務員倫理・各局の意思決定プロセス（公益通報） 第８回都政改革本部会議資料（再掲） 
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○ 「職務に関する働きかけについての対応要綱」を策定（平成28年11月施行） 

 都政の透明性の向上、公務員倫理の保持、適正な行政執行のため、職員が職務に関する働きかけを受けた場合
に、その内容を記録・報告・管理することを規定 

 内容の記録・報告 ： 職員は、職員以外の者からの働きかけ内容を記録票に記録し、所属長に報告 

 記録票の管理・公開・公表 ： 所属長は、記録票を適正に管理・保存（開示請求の対象） 
                    局長は、記録の概要を年一回公表 

 （４）公務員倫理・各局の意思決定プロセス（事務引継の見直し・働きかけ内容の記録化） 

＜働きかけ内容の記録化＞ 職員以外の者からの働きかけ内容の記録等を制度化し、公務員倫理を保持 

＜事務引継の見直し＞ 重要な事項を個人ではなく組織として確実に引き継ぎ、意思決定の経緯等を適切に継承 

 

取組前の状況・課題 取組内容 

○事務引継は行われていたが、文書として事務引継 
  書が組織で保存・共有されていない 
 ・事務引継書の文書保存期間は１年 

○管理職には文書による事務引継を義務付け 
○事務引継書を組織として適切に保存・共有 
 ・管理職以外の職員も、文書による引継ぎが原則 
 ・重要な事務引継書の文書保存期間を３年に延長 

○引継内容が前任者・後任者のみで確認され、 
 組織として内容の確認が十分になされていない 

○引継内容の上司による確認を徹底 
  ・上司は部下に報告を求めるなどして、引継内容を確認 
 ・引き継ぐべき事項に不足がある場合には、追加・変更を指示 

【対応】 東京都職員服務規程を改正し、適切な事務引継を実施（平成29年２月） 

【背景】 豊洲市場整備に関する問題において、上司や前任・後任との間で必要な情報の引継ぎが不十分な状況が顕在化 

  
     ・ 汚職等非行防止月間において、全職員宛てにメールを配信し、事務引継の見直しを周知（平成29年２月） 
     ・ 適切かつ円滑な事務事業の執行に資するため、事務引継の実施状況について重点的な監察を実施（平成29年度） 



 （４）公務員倫理・各局の意思決定プロセス（公文書管理の見直し） 

 意思決定に至る文書の作成・管理を徹底し、適切な意思決定プロセスを確保 

・保存期間のルールの見直し 

・意思決定過程の記録化を推進 
意思決定に関わる重要な会議の「議事要旨」作成
を義務付け 

資料文書の保存期間を最長３年から10年まで延長 

・廃棄手続の厳格化 
重要な文書等の廃棄手続時に所管課長以外の者
が関与（廃棄文書のダブルチェック） 

○文書管理規則の改正（平成29年４月１日施行） 

○公文書管理条例の制定（平成29年第二回定例会提案予定） 

 公文書の適正な管理が情報公開の基盤であることを明記し、情報公開条例と車の両輪
を成すものとして、新たに制定 

条例の目的として以下の内容を明記 

・公文書は都民による都政への参加を進めるために不可欠な都民共有の財産 

・公文書の適正な管理が情報公開の基盤であるとの認識の下、公文書の適正な 
 管理を図り、都政の透明化を推進 
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【見直しの背景】豊洲市場整備に関する問題において、文書が適切に管理・保存されていない事例が顕在化 

【対応】 



（４）公務員倫理・各局の意思決定プロセス（公文書管理の見直し） ～都道府県の状況～ 
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○公文書管理条例等の制定状況 

公文書管理に関する事項を条例で定めている団体は、
都道府県レベルでは４団体にとどまる。 
                          （平成27年１月５日時点） 

資料：公文書管理条例等の制定状況調査結果（平成27年総務省）等を基に作成 

○他県における条例制定時期等 

   H21    H22    H23      H24    H25    H26    H27    H28      H29 

公文書管理法 

H21.7公布 

島根県 

H23.3公布 

熊本県 

H23.3公布 

鳥取県 

H23.10公布 
香川県 

H25.3公布 

（H23.4施行） 

（H24.4施行） 

（H24.4施行） 

（H26.4施行） 

東京都 

H29第二回都議会 
定例会へ提案 

（H23.4施行） 

（H29.7施行予定） 

公文書管理に関する事項の規定方法 

4 

42 

1 

条例 

規則・規程・要綱等 

定めていない 

＊Ｎ＝47（都道府県） 



 ４ 今後の内部統制の取組 
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  都政改革の３つの原則（都民ファースト、情報公開、賢い支出（ワイズ・スペンディング））を推進 

 するため、都庁内において内部統制を強化する。 

（参考）地方自治法改正の動向 

○ 契約・入札、公務員倫理等、制度を所管する管理部門の都庁各局が中心となり、内部 

 統制の取組を強化。また、取組が適切に機能するよう、入札契約に関する入札監視委員 

 会や、庁内の法令遵守に関するコンプライアンス推進委員会など、チェック体制も強化。 

平成28年３月 第31次地方制度調査会「人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナン
スのあり方に関する答申」 

平成29年３月 地方自治法等の一部を改正する法律案を国会提出 

平成32年４月 改正地方自治法施行予定 
（改正内容案） 
  ・知事等は、内部統制に関する方針（財務に関する事務等の適正な管理・執行を 
  確保するための方針）を定め、これに基づき必要な体制を整備しなければならない。 
  ・方針を策定した長は、毎会計年度、内部統制評価報告書を作成し、議会に提出 
   しなければならない。 
 

仕組み改革において、整備に向けた検討を推進 

○ 総務局が中心となり、内部統制に関する基本方針を作成 
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 参考（東京都コンプライアンス推進委員会） 

コンプライアンスの取組を全庁的に推進するため、東京都コンプライアンス推進委員会を設置 

 コンプライアンス推進委員会 

 制度部門幹事会 

 各局、各部・所コンプライアンス推進委員会 

・都のコンプライアンス推進の中核的な役割を担う組織として設置 
・基本的な方針の制定、取組の策定、監察等の結果の共有などにより、全庁的にコンプライア
ンスを推進 

・服務、文書、会計等の制度所管部門との連携を強化するため、各制度所管部門の 
 課長級により設置 
・監察の実施に係る調整や監察結果の検証を実施 

・各局、各部・所におけるコンプライアンス推進のため設置 
・「東京都コンプライアンス基本方針」に基づき、自己監察など局自らによる点検内容の 
 充実、監察結果や改善状況の共有、コンプライアンスに係る意識啓発など、局内、部・ 
 所内のコンプライアンスを推進 

（委員長：副知事、委員：各局長） 

（委員長：コンプライアンス推進部長、委員：制度所管部門の課長） 

（委員等：各局、各部・所の管理職等） 



 参考（地方公共団体における内部統制） 

○ 地方公共団体における内部統制とは 

  首長が、地方公共団体の事務の処理の適正さを確保する上でのリスクを評価して、自らコント 

 ロールする取組  

資料：地方公共団体における内部統制の整備・運用に関する検討会報告書（概要）（平成26年総務省）等を基に作成 

※ 民間企業においては、平成18年会社法（対象：大会社約12,000社）、平成19年金融商品取引法 
 （対象：上場企業約3,600社）により、内部統制制度が導入されている。 
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内部統制制度導入の必要性 内部統制の整備・運用を行うことによる効果 

 ① 人口減少社会の進行に伴い高まる 

  地方公共団体の役割 

 ② 拡大する傾向にある地方公共団体に 

  おける事務処理リスク 

 ③ 企業における内部統制の取組の進展 

 ④ 取組が十分でない地方公共団体に 

  おける内部統制の現状 

 ① 首長のマネジメントの強化 

 ② 監査委員の役割の強化 

 ③ 議会及び住民による監視のための 

  判断材料の提供 

 ④ 住民が行う選択の基盤 


